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●運行ルート上で混載が可能な案件
を獲得する
図 2 をみると、このシミュレー

ションでは混載を行った場合は、行
わなかった場合よりも利益額が約

77％も向上しています。
●変動費や固定費を削減する

例えば、変動費である修理費は
「共同購入によって燃料を安く仕入
れる」「安全運転や日常点検を徹底
させる」ことによる削減が考えられ
ます。一方、固定費は「事故０を徹
底させることで車両保険料を安く抑
える」「IT ツールを活用して業務効
率化を図り、間接部門の人件費を削
減する」方法が考えられます。
●帰り荷を確保する

標準的運賃は貸切運送（チャー
ター）を前提として設計されていま
す。帰り荷はない状態、つまり実車
率 50% が前提とされています。帰
り荷を確保することができれば、標
準的運賃では想定されていない復路
での収益化が可能です。

標準的運賃の基本設計

標準的運賃は変動費、固定費、利
潤、割増料・諸料金から構成されて
います（図 1）。

運賃と割増料・諸料金を 
明確に区分

割増料・諸料金とは、高速道路利
用料、フェリー利用料、駐車場利用
料、宿泊費用、燃料サーチャージ、
附帯業務料、待機時間料など、本来
の運賃とは別に発生するサービス料
や実費です。

これまでの運賃体系ではこれらは
運賃に内包されており、コスト構造
が不明確でした。

適正な利潤が 
組み込まれている

標準的運賃の中には事業の持続的
な経営を行い、成長していくために
必要とする適正な利潤が組み込まれ
ています。この適正な利潤は固定費
及び変動費に対して 2.7% となるよ
う計算されています。

営業利益率を向上させる方法

標準的運賃で適正な利潤が 2.7%
に設定されていると、営業利益率は
2.7% が天井になってしまうので
しょうか。もちろん、そんなことは
ありません。次のように営業利益を
向上させる方法があります。

特 集 運送事業者の救世主「標準的運賃」
運送事業者は荷主に対して交渉力が弱く、コストに見合った対価を収受しにくい状況にありました。この問題を改善し

法令を遵守しながら持続的に事業運営を行うための参考となる運賃として、令和２年に「標準的運賃」が告示されました。
運送事業者にとっての救世主となり得る「標準的運賃」について解説します。
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裏面に続く

固定費

変動費

○走行距離に関係なく発生する費用
○「一時間あたりの固定費」に拘束時間を乗じる
【例】車両費、自動車関連諸税、保険料、

トラックドライバー人件費（所定内労働分の賃金、
福利費等）

○走行距離に比例して発生する費用
○「１ｋｍ走行あたりの変動費」に走行距離を乗じる
【例】運行費、トラックドライバー人件費（時間外労働
分）等
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【例】高速道路利用料、フェリー利用料、駐車場利用
料、宿泊費用、燃料サーチャージ、附帯業務
料、待機時間料 等

割増料・諸料金

利潤 ○事業の持続的な経営を行い、成長していくために必
要な適正な利潤

自己資本額に対する適正
な利潤額として、持続的
な経営に必要な一定額を
算出

個社への原価調査や
統計に基づき、距離
帯、時間帯に応じた
変動費を算出

個社への原価調査や統
計に基づき、距離帯、
時間帯に応じた固定費
を算出

実費額を収受すること
を基本としつつ、必然
的に生じる待機時間に
対する費用については
一定の配慮

図1　標準的運賃の構成（出所：全日本トラック協会（2020）『一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について』）

図2　運行ルート上で混載した例
（出所：標準的運賃表（距離制）に基づいて筆者が作成）

50km（関東・中型車）
運賃：￥28,480  利益：￥748

100km（関東・中型車）
運賃：￥37,000  利益：￥972

100km（関東・中型車）
運賃：￥37,000  利益：￥972

混載なし
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知識を深め 
サービス品質を高める

2024 年 6 月、弊所は日本ロジス
ティクスシステム協会（以下、JILS）
に加入しました。JILS はロジスティ
クスに関する調査及び研究、人材の
育成及び資格認定、公正な活動の推
進などを行っている公益社団法人で
す。加入の目的は、運送事業者の経
営について知識を得て、見聞を広め
ることです。

私が参画するグローバルナレッジ
株式会社では、運送事業者の経営の
見える化を進めるため、独自の BI

（Business Intelligence） ツ ー ル
フォーマットを作成しています。よ
り使いやすく、よりきめ細かな分析
ができるようサービス品質を高めて
いきたいと考えています。

資格取得を目指しています

JILS では「ロジスティクス経営
士」という資格認定を行っています。
私 は 当 該 資 格 取 得 を 目 指 す べ く

「ロジスティクス経営士」
資格取得に向けて

ご協力いただける運送事業者様大募集！

佐久間の私見！

私の見聞の限りではこれまでなん
となく運賃交渉が行われてきまし
た。人件費や燃料費が上がっている
ことを理由に運賃交渉が開始されま
すが、結局、運送事業者と荷主がそ
れぞれ譲歩した中間点とする運賃体
系に妥結していました。

しかし、ふたを開けてみれば運送
事業者の原価計算が甘く、損益分岐
点には届かない運賃体系となる事例
が多くありました。これは運送事業
者が譲れない水準、つまり原価割れ
する水準を認識することなく運賃交
渉を行ってきていたことが背景にあ
ります。

その後、全日本トラック協会が主
導となって原価計算に基づく運賃交

渉が行われるようになりました。し
かし、原価割れする水準について明
確にすることはできても、適正利益
水準についてはなんら根拠を持たせ
るものではありませんでした。運送
事業者は辛うじて黒字は確保できた
としても、持続可能な事業のための
再投資を行うことができず、現状維
持が関の山となってしまいます。

これからは標準的運賃に基づく運
賃交渉にシフトできることを期待し
ています。原価計算に基づく運賃交
渉では、説明が付けられなかった適
正利益についてもカバーしていま
す。標準的運賃の告示は運送事業者
にとって、運賃交渉を一定の水準か
ら始められる機会をもたらしたとい
う大きな意味があるのではないで
しょうか。

そうすることによって、なぜ運賃

の値上げが必要なのかという根拠を
懸命に集める作業を省略することが
できます。これは運送事業者にとっ
て運賃交渉に際する手間を大幅に削
減することに繋がるでしょう。

標準的運賃の告示によって運送事
業者のマインドチェンジも必要にな
ります。これまで自社の業務運用を
見直すこと、ドライバーに負担をか
けることなど、内部処理でどうにか
黒字を確保しようと努力してきた運
送事業者は、外部との交渉によって
活路を見出さなくてはなりません。
内部調整に対する自社努力を否定す
るものではなく、順序を変えるべき
という私の意見です。

まずは標準的運賃の達成を目指
し、その次に更なる利益率向上を目
指して内部調整を行うことをお勧め
します。

表面の続き

佐久間の部屋

JILS の担当者に相談しましたが、基
本的には物流会社に勤めている経営
幹部を対象にしているとのことでし
た。資格取得には自社の課題発見、
解決策の検討などの論文作成が必須
であり、物流会社に所属していない
私では卒業要件を満たさない可能性
があります。

そこで、JILS の担当者に「私は物

流会社に所属していませんが、私の
資格取得に協力していただける運送
事業者様を見つけたら、ロジスティ
クス経営士資格に挑戦することはで
きますか？」と伺ったところ、承諾
を得ることができました。

ご協力いただける運送事業者様が
いらっしゃいましたら、ご連絡いた
だければ嬉しいです。

私のロジスティクス経営士資格取得にご協力いただける運送事業者様を
募集します。ご協力いただいた運送事業者様には、佐久間が心を込めて経
営課題の分析および解決策の検討をいたします。

●	貴社の財務諸表を含む重要書類を拝見させていただきます
●	現場で働く貴社社員へヒアリングする場合があります

●	第三者の目を入れて客観的に自社を分析したい！
●	ロジスティクス経営士資格に興味があるけど、どんなものか

佐久間で試したい！
●	佐久間が好きだから協力してあげてもいい！
●	佐久間を漢にしたい！

お願い

以下に当てはまる運送事業者様、ぜひご連絡ください

何卒よろしく
お願い申し
上げます


